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【任期付職員について】  

相模原市立小学校、中学校及び義務教育学校で、令和７年４月以降、育児休業又は配偶者同行休業を取得し

ようとする職員の代替として勤務する働き方です。 

※各学校の状況や免許状の種類の関係で、すぐに仕事をご案内できない場合もありますので、ご了承くださ

い。詳細については、１０月１日以降に相模原市ホームページをご覧ください。 

【任用までの流れ】  

【任用にあたっての注意事項】 

●任用開始前１年以内に健康診断を受診している必要があります。受診されていない方は任用が決まり次第、健

康診断についてご案内いたします。（相模原市教育委員会が指定する医療機関では、負担費用なしで受診でき

ます。希望者は教職員人事課を通して日時の予約を行います。） 

●この試験の合格者は、「任期付職員候補者名簿」に登載されます。名簿登載期間は、令和７年４月１日から令和

１０年３月３１日までとします。 

●令和７年４月１日以降、育児休業又は配偶者同行休業を取得する職員があった場合に、校種や教科、勤務地等

を考慮して採用します。特別支援学級に配置される可能性もあります。合格し名簿登載された場合でも、育児休

業又は配偶者同行休業取得者数の状況によっては、採用されない場合があります。 

●任用期間は、職員の休業申請期間に応じて採用時に決定します。なお、職員が育児休業又は配偶者同行休業

の取得期間を延長する場合があります。育児休業、配偶者同行休業の代替者ともに延長した場合を含め、最長

３年とします。 

任期付職員採用試験のご案内 

＜ お問合せ先 ＞ 相模原市教育委員会 教職員人事課    電話：042-769-8279 

 

【募集の内容】  受験資格を満たす方は、小学校教諭と中学校教諭、栄養教諭と栄養士がそれぞれ併願可能です。 
・小学校教諭 ７０人程度  ・中学校教諭 ３０人程度  ・養護教諭 ５人程度  ・栄養教諭 １人程度    

・学校事務 ２人程度  ・栄養士  ２人程度   

【給与・服務等】 

●任期付職員は任期が定められていること以外、給与・勤務時間・休暇等については正規職員同様に地方公務員

法等の規定が適用されます。ただし、育児休業、配偶者同行休業、育児短時間勤務を取得することはできませ

ん。 

●給与 

・小中学校教諭、養護教諭、栄養教諭：２５９，３２１円（令和６年４月１日現在 新規大学卒業者の初任給） 

・学校事務：１８５，９２０円（令和６年４月１日現在 新規高校卒業者の初任給） 

・栄養士：２０２，７２０円（令和６年４月１日現在 新規短大新卒の初任給） 

【その他】 

●令和６年度実施相模原市立学校教員採用候補者選考試験において名簿 B 登載者の方は、この試験に申し込み

を行い、必要書類を提出すれば試験が全て免除となります。ご希望の方は、募集期間中に申し込みを行ってくだ

さい。 


